
証券コード　7515
2024年５月14日

株 主 各 位

香川県高松市国分寺町国分367番地１

代表取締役社長　ＣＯＯ兼ＣＦＯ 加 藤 宏 道

第64期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第64期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご

案内申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子
提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社
ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト　　http://ww2.maruyoshi-center.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、トップページより「投資家の皆さま

へ」を選択いただき、「第64期　株主総会情報」欄にございます「第64期　
株主総会招集通知」をご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「マ

ルヨシセンター」または「コード」に当社証券コード「7515」を入力・検索
し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使するこ

とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くだ

さいまして、同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示い

ただき、2024年５月29日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送

くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 2024年５月30日（木曜日）午前10時

２．場 所 香川県高松市国分寺町新名430番地

高松国分寺ホール

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目的事項

報告事項 １. 第64期（2023年３月１日から2024年２月29日

まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計

監査人および監査役会の連結計算書類監査結

果報告の件

２. 第64期（2023年３月１日から2024年２月29日

まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役１名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出くださいますようお願い申しあげます。

◎書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対す

る賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱い

いたします。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェ

ブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の

事項を掲載いたします。

◎ご来場の際のマスクの着用は、政府方針等を踏まえ株主の皆様にてご判断く

ださいますようお願い申しあげます。

◎当日は節電への取り組みとして、株主の皆様におかれましては、軽装にてご

出席くださいますようお願い申しあげます。
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第64期(2023年３月１日から
2024年２月29日まで)事業報告

１．企業集団の現況

(1) 事業の経過及びその成果

①　事業の状況

　当連結会計年度（2023年３月１日～2024年２月29日）における

わが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響は収束しつつ

あり、国内における行動制限や海外からの入国制限の緩和により

改善の兆しが見られる一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期

化、円安によるエネルギー価格や原材料価格の高騰、物価上昇な

ど依然として先行き不透明な状況が続いております。

　個人消費につきましては、行動自粛の緩和などで観光スポット

やイベントへの人出が増加するなど、幾分明るさを取り戻しつつ

ありますが、生活必需品の値上げは留まるところを知らず、厳し

い状況で推移いたしました。

　小売業界におきましても、物価上昇による将来への不安に伴う

購買意欲の低下、激増する労働需要に伴う人件費関連コストの増

加、エネルギー価格の高騰に伴う光熱費や運賃等の経費の増加な

ど、業界を取り巻く環境は引き続き厳しさを増しております。

　このような状況のもと、当社では「お客様満足度の向上」を戦

略に掲げ、店舗では小売業の原点に立ち戻り、「挨拶」の徹底、

「クリンリネス」の徹底、「品切れ」の防止、「売込む」売場作

りを営業方針とし、スマイルキャンペーンの実施、清掃・衛生マ

ニュアルに基づく衛生管理の徹底、品切れしてはいけない商品リ

ストによるピーク時の在庫管理の徹底を継続することで、売場の

基準を高めました。また、売込む力の強化を図り、お客様への商

品情報の発信や料理レシピを基にした関連商品の一ヵ所陳列によ

る食卓提案、さらに、お客様におすすめ商品が一目で分かるよう

な売込み商品のボリューム陳列などを全店で展開し、販売力向上

に努めました。一方、お客様に提供させていただく商品について

は、経営理念である「健康とおいしさ」を追求すべく、それぞれ

のカテゴリーに課題を設定して「マルヨシクオリティー」の底上
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げを目指しました。特にお魚屋さんのお寿司「魚よしの寿司」

は、当社の品質を代表する商品と位置づけ、よりおいしさにこだ

わった上質なお寿司に仕上げました。また、当社の強みであるデ

リカ（惣菜）においても、品質とバラエティーにこだわり当社経

営レストラン「ミケイラ」シェフ監修パスタの開発を進めるとと

もに、各地域・各国フェアを定期的に実施し多くの新商品を発信

することで独自化、差別化を進めました。精肉部門では、製造出

荷品の品質向上を課題とし、当社生鮮加工センターから出荷され

るお肉の品質の向上、品揃えの拡大を進め、店内加工の商品にも

劣らない商品力の実現を目指しました。さらに、新しい試みとし

て当社製造品の味と品質確認を行う「味Ｇメン」を導入し、「マ

ルヨシクオリティー」の維持向上を図りました。このような取り

組みを通して、「健康とおいしさ」を追求することにより「お客

様満足度」の高いお店作りを進めました。

　一方、原油価格の高止まりや円安を起因とする商品原価・原材

料の高騰や電気光熱費の増加、労働需要の高まりに伴う人件費の

増加への対応として、冷蔵庫使用方法の見直しや省エネ投資によ

る電気使用量の節減、マルチジョブ化をさらに進めることで一人

当たりの荒利高の向上に取り組みました。

　このような取り組みの結果、当連結会計年度の売上高は383億

41百万円（前期比3.0％増）、営業利益は４億11百万円（前期比

51.4％増）、経常利益は３億97百万円（前期比50.5％増）、親会

社株主に帰属する当期純利益は１億35百万円（前期比4.8％減）

となりました。
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売 上 高
（百万円）

構 成 比 率
（％）

前期比増減率
（％）

食 品 36,034 94.0 3.0

雑 貨 2,122 5.5 2.1

衣 料 93 0.2 3.1

小 売 事 業 38,250 99.8 2.9

そ の 他 91 0.2 18.3

計 38,341 100.0 3.0

企業集団の事業別売上状況

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中に行った設備投資総額は、８億49百万円であ

りますが、この資金については一部を借入金で充当いたしまし

た。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度中において、事業資金に充当するために金融機

関から18億20百万円の資金調達を行いました。

④　対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、当社を取り巻く外部環境はなお

厳しく、人口減少や実質所得の縮小、節約志向などによる個人消

費の伸び悩みなど、引き続き予断を許さない状況であります。ま

た、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や資源価格の上昇等、依然

として先行き不透明な状況が続くものと思われます。

　このような環境のもと、当社では引き続き「マルヨシクオリテ

ィー」の追求を方針とし、お客様に満足いただける売場作りをさ

らに強化するとともに、接客サービスの向上を目指し、マニュア

ルにとらわれない「お客様中心」のサービス構築を図ります。ま

た、商品についても「健康とおいしさ」をキーワードに、より高

い品質を追求し、海産物、精肉、デリカ（惣菜）を強化カテゴリ

ーと位置づけさらなる差別化を進めることで、生鮮の魅力度向上

を図ります。あわせて「味Ｇメン」による味と品質チェックも継

続し、より高い「マルヨシクオリティー」の実現を目指します。
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さらに、お客様が「必要な時に」「必要なものが」「必要な数

量」揃った売場を目指して時間帯別の売場管理を徹底してまいり

ます。一方、製造工場の生産性向上を重要課題ととらえ、製造商

品の選択と集中による製造効率の向上、また、新しい製造機器へ

の投資による生産性の向上に取り組みます。加えて、一昨年より

進めてきた株式会社イズミとの仕入、物流、システムの統合を本

年６月から本格稼働させることにより、仕入れ原価の低減、効率

化によるコスト削減、物流体制の整備を実現し、利益拡大を図る

とともにお客様へのサービス品質を高めてまいります。

　一方、継続する電力料金の高騰への対応として、計画的な冷蔵

庫の入れ替えなど積極的な省エネ投資による電気使用量の削減を

進めます。また、困窮する人員確保を背景とした人件費の増加に

ついては、優先順位を強く意識した業務の選択による作業改善を

進めることで生産性の改善を図り、人員不足への対応と一人当た

りの荒利高の向上を目指します。

　さらに、自身に高いチャレンジ目標を設定した従業員を選抜

し、上位役職を与える制度を導入するなど、人的資本への投資と

その回収を積極的に行うことで、業績向上につなげてまいりま

す。

(2) 財産及び損益の状況の推移
（単位：百万円）

第61期
2020年度

第62期
2021年度

第63期
2022年度

第64期
(当連結会計年度)

2023年度

売 上 高 39,704 37,913 37,238 38,341

経 常 利 益 939 687 264 397

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

480 417 142 135

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 517円43銭 449円96銭 153円37銭 145円72銭

純 資 産 2,572 2,958 3,067 3,255

総 資 産 18,130 16,477 16,148 16,195

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均株式数（自己株式を控除した株式数）に基

づいて算出しております。

２. 当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を第63期の期首から適用しており、第63期以降に係る財産及び損益の状

況については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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会 社 名 資本金(百万円)
議決権比率
（％）

主 な 事 業 内 容

株 式 会 社 フ レ ッ シ ュ デ ポ 50 100.0 食 品 製 造 業

株 式 会 社 レ ッ ク ス 360 70.0 物流センター運営業

(3) 重要な子会社の状況

(4) 主要な事業内容（2024年２月29日現在）

　当社グループは、子会社２社、関連会社１社で構成され、小売事

業等の事業活動を展開しております。

本　　社 香川県高松市国分寺町国分367番地１

本　　部 香川県高松市国分寺町国分367番地１

小売事業 当社スーパーマーケット店舗　マルヨシセンタ

ー茜町店他香川県、徳島県、愛媛県、兵庫県に

34店舗

当社加工センター等　生鮮加工センター他香川

県に１ヵ所

製造センター（㈱フレッシュデポ　香川県）

物流センター（㈱レックス　香川県）

そ の 他 当社レストラン店舗　ミケイラ香川県に１店舗

モーターボートの販売・保管業（㈱高松マリー

ナー　香川県）

(5) 主要な事業所（2024年２月29日現在）
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事 業 セ グ メ ン ト 従業員数（名） 前期末比増減（名）

小 売 事 業 462 ―

そ の 他 1 △1

合 計 463 △1

区 分
従 業 員 数（名）

平 均 年 齢 平均勤続年数
当 期 末 前期末比増減

男 子 316 △4 45歳５ヵ月  18年８ヵ月

女 子 81 2 40歳５ヵ月  13年８ヵ月

合 計 又 は 平 均 397 △2 44歳５ヵ月  17年８ヵ月

(6) 従業員の状況（2024年２月29日現在）

①　企業集団の従業員の状況

（注） 上記従業員には、パートタイマーの人数は含まれておりません。なお、パートタ

イマーの期中平均人員（１日８時間換算）は1,303名であります。

②　当社の従業員の状況

（注） 上記従業員には、パートタイマーの人数は含まれておりません。なお、パートタ

イマーの期中平均人員（１日８時間換算）は1,084名であります。

借 入 先 借 入 金 残 高 （ 百 万 円 ）

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 1,648

株 式 会 社 阿 波 銀 行 1,123

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 952

株 式 会 社 中 国 銀 行 746

株 式 会 社 伊 予 銀 行 616

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 461

(7) 主要な借入先（2024年２月29日現在）
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(1) 発行済株式の総数 934,999株

(2) 株主数 1,238名

株 主 名 持 株 数（株） 持株比率（％）

株 式 会 社 イ ズ ミ 185,200 19.81

佐 竹 睦 子 92,500 9.89

マルヨシセンター取引先持株会 80,300 8.59

有 限 会 社 佐 竹 興 産 49,900 5.34

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 37,100 3.97

株 式 会 社 阿 波 銀 行 33,600 3.59

佐 竹 克 彦 26,300 2.81

マルヨシセンター従業員持株会 17,439 1.87

ロ ー ジ ー 　 　 美 　 　 佳 17,000 1.82

黒 　 田 　 真 由 美 11,400 1.22

２．会社の株式に関する事項（2024年２月29日現在）

(3) 上位10名の株主

（注）　持株比率は自己株式（119株）を控除して計算しております。

(4) 事業年度中に会社役員に対して職務執行の対価として交付された

株式に関する事項

　該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

佐 竹 克 彦 代表取締役会長　ＣＥＯ

加 藤 宏 道
代 表 取 締 役 社 長 　 Ｃ Ｏ Ｏ 兼 Ｃ Ｆ Ｏ
管 理 本 部 長

伊 藤 雅 久
常 務 取 締 役 　 Ｃ Ｍ Ｏ
マーケティング本部長兼
経 営 戦 略 管 掌

寺 本 智 広 取 締 役 　 業 務 提 携 担 当

大 下 秀 樹 取 締 役
公認会計士大下秀樹事務所所長
税理士法人大下会計社員

大 西 敏 広 常 任 監 査 役

川 東 祥 次 監 査 役 川東法律事務所所長

三 宅 康 夫 監 査 役

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2024年２月29日現在）

（注）１. 取締役の大下秀樹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２. 取締役の大下秀樹は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。

３. 監査役の川東祥次及び三宅康夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で

あります。

４. 監査役の川東祥次は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知

見を有するものであります。

５．監査役の三宅康夫は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。

６. 当社は、取締役の大下秀樹及び監査役の三宅康夫を株式会社東京証券取引所に

対して独立役員として届け出ております。

７. 2023年５月25日開催の第63期定時株主総会の終結の時をもって、取締役の小笠

原將仁は、任期満了により退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各監査役は会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。

　同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任

限度額であります。
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役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別総額(千円) 対象となる

役員の員数

(名)固定報酬
役員退職慰労

引当金繰入額
退職慰労金

取締役

(うち社外取締役)

116,042

(4,900)

108,642

(4,800)

4,800

(100)

2,600

(－)

6

(1)

監査役

(うち社外監査役）

17,100

(7,300)

16,800

(7,200)

300

(100)

－

(－)

3

(2)

合　計

（うち社外役員）

133,142

(12,200)

125,442

(12,000)

5,100

(200)

2,600

(－)

9

(3)

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、保険会社との間で、取締役、監査役を被保険者として会

社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結

しております。

①　填補の対象となる保険事故の概要

　　被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこ

と、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる

ことのある損害について填補するものであります。

②　保険料

　　保険料は全額当社負担としております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

①　取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）　上記の取締役の報酬等の総額及び員数には、2023年５月25日開催の第63期定時株

主総会の終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。

②　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する

事項

　　・取締役の報酬額

　　　　月額15,000千円以内（取締役８名以内）

　　　　決議日　1999年５月27日開催の第39期定時株主総会

　　　　当該株主総会終結時点の取締役　５名

　　・監査役の報酬額

　　　　月額3,000千円以内（監査役４名以内）
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　　　　決議日　1993年５月28日開催の第33期定時株主総会

　　　　当該株主総会終結時点の監査役　２名

③　取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に

関する事項

　　　当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役の

個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

　　　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬

等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の

内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確

認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　１．基本方針

　　　当社の取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企

業価値の向上に資する目的から、短期的な利益変動に連動させ

る体系ではなく、基本報酬のみとする。

　２．基本報酬

　　　当社取締役、監査役の基本報酬は、固定報酬と役員退職慰労

金で構成する。

　　　固定報酬は、月例で支払われ、株主総会の承認額の範囲内に

おいて、業界水準、当社の経営成績、従業員給与の水準を考慮

し作成した役位別の報酬基準額を基に、その職責を勘案し決定

することとする。

　　　役員退職慰労金については、役位、役員在任年数に応じて当

社「役員退職慰労金支給内規」に従い算出し、株主総会での承

認を得たうえ、支給することとする。また、その支給は株主総

会の決議後一定の時期までに行うものとする。

　３．取締役の個人別の基本報酬の内容についての決定に関する事項

　　　個人別の固定報酬については、取締役会決議に基づき代表取

締役　ＣＥＯがその具体的内容について委任をうけるものとする。

　４．監査役の個人別の報酬は、監査役の協議で決定する。
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区 分 氏 名
主 な 活 動 状 況 及 び
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 大 下 秀 樹

当期開催の取締役会14回のうち全てに出席いたしまし
た。公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基
づき、当社の経営に対する実行度の高い監督等、十分
な役割・責務を果たしております。

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外監査役 川 東 祥 次
当期開催の取締役会14回のうち全て、また、当期開催
の監査役会15回のうち全てに出席し、主に弁護士とし
ての専門的見地からの発言を行っております。

社外監査役 三 宅 康 夫
当期開催の取締役会14回のうち全て、また、当期開催
の監査役会15回のうち全てに出席し、発言を適宜行っ
ております。

④　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　　　取締役会は、代表取締役　ＣＥＯ佐竹克彦に対し各取締役の

基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当

社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価

を行うには代表取締役　ＣＥＯが適していると判断したためで

あります。

(5) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との

関係

　社外取締役の大下秀樹は、税理士法人大下会計の社員でありま

す。当社は、同法人との間で税理士顧問契約を締結しております。

②　当期における主な活動状況等

　１．社外取締役

　２．社外監査役
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②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額 20,000千円

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称　　　太陽有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

20,000千円

（注）１. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金

融商品取引法に基づく監査の報酬等の額は区分しておらず、実質的

にも区分ができないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載し

ております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積

りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額に

ついて同意をしております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項に定められている

解任事由に該当する状況にあり改善の見込みがないと判断した場

合、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任する

方針です。

　また、そのほか会計監査人の職務を適切に遂行することが困難で

あると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計

監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株

主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再

任しないことに関する議案の内容を決定いたします。

(4) 会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に関する事項

　当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26

日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止３ヵ月

（2024年１月１日から同年３月31日まで）の処分を受けました。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制

①　法令遵守の方針に基づき、関連する社内規程等を整備し、コン

プライアンス重視のための経営指針「コンプライアンス行動基

準」を制定している。また、取締役及び執行役員は、自ら率先し

てこれらを遵守するとともに、使用人への周知徹底を図り、一層

のコンプライアンス重視の企業風土を培う。

②　取締役の職務執行に係る内部統制については、監査役の監視機

能の実効性向上に努め、使用人の業務執行の内部統制については

監査室の監査業務の一環として行う。また、監査役と監査室は連

携を緊密にする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報・文章等については、法令及び当

社の社内規程に基づき、適切に保存・管理し、取締役、監査役及

び社内の権限に応じた者が、閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　事業等のリスクを適切に管理するためリスク管理規程を制定

し、経営会議の下に「リスク管理委員会」を設置し、各部門のリ

スク管理の推進と経営が管理すべき“重要なリスク”の決定とリ

スクの発生に対処する体制作りを行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制

①　毎月１回開催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役

会を適宜開催する。
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②　業務執行のための意思決定をより機動的に行うために、毎週１

回全社的な課題を討議する経営会議を開催するほか、特定の範囲

の重要事項については開発会議等を会議規程に基づき開催して取

締役会への付議事項を効率的に決定する。

③　執行役員制度を導入しており、取締役会の決議により使用人の

中から執行役員を選任し、取締役会の意思決定の機動性を高める

とともに業務執行の効率化を図る。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

①　子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への

報告に関する体制

　関係会社管理規程に基づき、案件の重要度に応じ承認又は報告

体制をとる。

②　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　子会社の事業等のリスクを適切に管理するため、リスク管理規

程を制定し親会社と合同の「リスク管理委員会」を設置し、リス

クの発生に対処する体制作りを行う。

③　子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

　子会社の職務権限規程を整備し意思決定を効率的に行うほか、

当社グループ共通のイントラ環境を活かし、情報の共有に努め

る。

④　子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制

　親会社と同様の「コンプライアンス行動基準」を制定し、子会

社の取締役は親会社のコンプライアンス委員会に出席する。ま

た、親会社の通報制度に子会社も含める。
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⑤　その他業務の適正を確保するための体制

　当社は、子会社の自主性、独立性を尊重しつつ、その事業運営

に対し、支援をするとともに経営全般に対する管理を行う。

(6) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に

関する事項

　監査役が必要とした場合、その要請により監査役の職務を補助

する使用人を置くものとする。なお、監査を補助する使用人は業

務執行に係る役職を兼務せず、またこの補助者の人事異動、人事

考課、懲罰については、監査役会の意見を尊重する。

(7) 監査役を補助すべき使用人への指示の実効性の確保に関する体制

　監査役の要請により監査役の職務を補助する使用人を置く場合

は、監査役の指揮命令に従う旨社内規程を整備し、取締役、使用

人に周知徹底する。

(8) 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が監査役

に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

①　当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、業

務執行に関してコンプライアンスに抵触する事実を知ったときに

は、直ちに監査役に報告することを義務付ける。

②　監査役はいつでも、稟議書や経営会議等各種会議の議事録及び

資料を閲覧できるとともに、当社及び子会社の取締役及び使用人

並びに子会社監査役に報告を求めることができる。
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(9) 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が、監査

役に報告したことによる不利な取り扱いを受けないことを確保する

ための体制

　監査役に報告したことを理由とする不利益処分及びその他の不

当な扱いを禁止するとともに、子会社にもその徹底を図る。

(10) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きそ

の他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方

針に関する事項

　監査役の職務の執行について支出する費用は、当該監査役の職

務執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに処理を

する。また、監査役の職務の執行により生ずる費用は、一定の予

算措置を講ずる。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

　取締役及び使用人は、監査役の要請事項に対し、積極的に協力

することを義務付けるとともに、監査役は必要に応じて、会計監

査人、弁護士など各分野の専門家を活用できるものとする。

(12) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当事業年度における当該体制の主な運用状況は、以下のとおり

であります。

①　代表取締役会長、代表取締役社長、常務取締役、取締役、常

勤の監査役、監査室長のほか重要な事業部門のマネジャー等が

出席して、「コンプライアンス委員会」を開催いたしました。

当該委員会において、コンプライアンス行動基準の見直し、前

事業年度に発生した事故内容及び処置の報告、行政調査に関す

る報告、法改正への対応等の報告等を行いました。また、内部

通報制度による通報内容の報告も行いました。
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②　取締役会は、当事業年度において14回開催され、法令又は定

款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うととも

に、取締役の業務執行状況等の監督を行いました。また、毎週

月曜日には、当社取締役全員、子会社代表取締役社長及び常勤

の監査役が出席して経営会議を開催しているほか、当社取締

役、執行役員が出席しての業務執行会議を行い、経営方針、営

業戦略、人事戦略等の重要事項について審議し、職務執行の効

率性を確保しております。

③　当社子会社につきましては、当社取締役が複数名子会社の取

締役を兼務し、子会社の取締役会に出席するほか、100％子会

社の代表取締役社長が出席する当社経営会議において、子会社

の重要な案件について協議、承認を行っております。また、当

社規程に基づき、経営戦略室が子会社の管理体制を整備し、統

括しております。

④　監査役会は、当事業年度において15回開催され、各監査役

は、監査に関する重要な事項について協議、決議を行っており

ます。

　また、常勤の監査役は、取締役会、経営会議のほか、経営戦

略会議、コンプライアンス委員会などの重要会議への出席及び

稟議書などの閲覧により、監査の実効性の確保を図っておりま

す。
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（2024年２月29日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費
　

3,050,355

1,110,532

629,923

1,160,487

149,411

13,142,248

10,947,375

3,216,916

291,474

317,728

6,621,770

76,646

422,837

529,130

1,665,743

323,935

512,274

798,871

63,381

△32,720

2,890

2,890
　

流 動 負 債 6,415,123

買 掛 金 2,430,900

短 期 借 入 金 550,000

１年内償還予定の社債 163,000

１年内返済長期借入金 1,972,142

未 払 法 人 税 等 134,032

賞 与 引 当 金 118,194

契 約 負 債 87,257

そ の 他 959,597

固 定 負 債 6,524,478

社 債 337,000

長 期 借 入 金 4,601,463

リ ー ス 債 務 56,876

退職給付に係る負債 1,073,178

役員退職慰労引当金 55,284

資 産 除 去 債 務 115,641

そ の 他 285,036

負 債 合 計 12,939,601

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,024,086

資 本 金 1,077,998

資 本 剰 余 金 517,745

利 益 剰 余 金 1,428,803

自 己 株 式 △461

その他の包括利益累計額 23,171

その他有価証券評価差額金 12,894

退職給付に係る調整累計額 10,276

非支配株主持分 208,634

純 資 産 合 計 3,255,891

資 産 合 計 16,195,493 負債及び純資産合計 16,195,493

連 結 貸 借 対 照 表
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(自　2023年３月１日
至　2024年２月29日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 38,341,480

売 上 原 価 29,250,728

売 上 総 利 益 9,090,752

そ の 他 営 業 収 入 1,482,366

営 業 総 利 益 10,573,118

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,161,359

営 業 利 益 411,758

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8,451

受 取 保 険 金 4,188

受 取 手 数 料 5,220

未 回 収 商 品 券 受 入 益 5,189

リ サ イ ク ル 材 売 却 益 6,356

補 助 金 収 入 1,127

そ の 他 10,451 40,985

営 業 外 費 用

支 払 利 息 48,501

そ の 他 6,624 55,125

経 常 利 益 397,618

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,479

投 資 有 価 証 券 売 却 益 7,061 8,541

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,721

減 損 損 失 141,668

投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,370 144,759

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 261,400

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 125,979

法 人 税 等 調 整 額 △15,791 110,188

当 期 純 利 益 151,212

非支配株主に帰属する当期純利益 15,720

親会社株主に帰属する当期純利益 135,492

連 結 損 益 計 算 書
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(自　2023年３月１日
至　2024年２月29日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,077,998 514,827 1,321,359 △24,743 2,889,441

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △28,048 △28,048

親会社株主に帰属する当期純利益 135,492 135,492

自 己 株 式 の 取 得 △195 △195

自 己 株 式 の 処 分 2,918 24,477 27,395

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 2,918 107,443 24,282 134,644

当 期 末 残 高 1,077,998 517,745 1,428,803 △461 3,024,086

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 △14,689 10,700 △3,989 182,322 3,067,775

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △28,048

親会社株主に帰属する当期純利益 135,492

自 己 株 式 の 取 得 △195

自 己 株 式 の 処 分 27,395

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

27,584 △423 27,160 26,311 53,472

連結会計年度中の変動額合計 27,584 △423 27,160 26,311 188,116

当 期 末 残 高 12,894 10,276 23,171 208,634 3,255,891

連結株主資本等変動計算書
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連 結 子 会 社 ２社　㈱フレッシュデポ、㈱レックス

有 価 証 券

市場価格のな

い株式等以外

のもの

… 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております。）

市場価格のな

い株式等

… 移動平均法による原価法

棚 卸 資 産 … 主として、売価還元法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。

有形固定 資 産 … 主として、定額法によっております。

（リース資産を除く）

無形固定 資 産 … 定額法

（リース資産を除く）

リ ー ス 資 産 … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

貸 倒 引 当 金 … 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

賞 与 引 当 金 … 従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当連

結会計年度対応額を計上しております。

役員退職慰労引当金… 役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく当連結会計年度の期末要支給額を計上しておりま

す。

連　結　注　記　表
〔連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記〕

１．連結の範囲に関する事項

２．持分法の適用に関する事項

持分法非適用関連会社　　１社　㈱高松マリーナー

　持分法非適用関連会社は連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用せず、原価法により評価し

ております。

３．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(3) 重要な引当金の計上基準
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社 債 発 行 費 … 社債の償還期間にわたり利息法により償却しておりま

す。

４．退職給付に係る会計処理の方法

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(2) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することとしております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ

の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

５．重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、スーパーマーケットにおける商品の販売を行っております。こ

のような商品販売については、通常、商品を顧客に引き渡した時点で履行義務が充

足されると判断しており、当該商品の引渡時点において収益を認識しております。

　なお、商品の販売のうち、当社グループが顧客に移転する財又はサービスを支配

しておらず、代理人として関与したと判定される取引については、顧客から受け取

る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しておりま

す。

　仕入先に代わり店舗へ商品供給を行うことによる配送料収入、手数料収入、不動

産賃貸収入などは、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスを提供

した時点で収益を認識しております。

　当社グループは、自社が設けるポイントプログラムに入会した顧客に付与するポ

イントについて、将来割安な価格で自社の商品等を引き渡す履行義務を負ってお

り、当該ポイントが一定数に達した時点で発行されるお買物券が使用された時点で

履行義務が充足されます。当該ポイント及びお買物券には有効期限があり、取引価

格の履行義務への配分は、未使用の当該ポイント及びお買物券に係る将来の失効見

込みを加味した上で、独立販売価格に基づき行っております。

６．その他連結計算書類作成のための重要な事項

(1）繰延資産の処理方法

(2）のれんの償却に関する事項

のれんの償却は11年間で均等償却を行っております。

(3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

〔会計上の見積りに関する注記〕

固定資産の減損損失

(1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した

項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性

があるものは、次のとおりであります。
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（単位：千円）

当 連 結 会 計 年 度

有 形 固 定 資 産 10,947,375

無 形 固 定 資 産 529,130

減 損 損 失 141,668

担 保 提 供 資 産

建 物 及 び 構 築 物 981,392千円

建 設 仮 勘 定 409,921千円

土 地 5,359,843千円

投 資 有 価 証 券 129,894千円

投資その他の資産その他 1,500千円

計 6,882,552千円

担保資産に対応する債務

短 期 借 入 金 322,050千円

１年内返済長期借入金 1,009,846千円

長 期 借 入 金 2,772,602千円

買 掛 金 156千円

固 定 負 債 そ の 他 208,669千円

計 4,313,323千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 17,676,722千円

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループの店舗の出店には、固定資産への多額の投資が必要であり、当該

固定資産への投資額の回収可能性を反映させるように減損損失を計上しておりま

す。

　店舗ごとに資産のグルーピングを行い、店舗損益の悪化、店舗における主要な

資産の市場価格の著しい下落などにより減損の兆候を把握し、減損の兆候がある

店舗に関して、減損損失の認識の判定を行っております。なお、各資産グループ

の将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候がある場合に

は、当該共用資産が関連する資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位

で減損損失の認識の判定を行っております。

　減損損失の認識の判定は、資産グループごとの将来キャッシュ・フローの金額

に基づき行っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によ

って影響を受ける可能性があり、実際に発生する将来キャッシュ・フローの金額

が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において重要な影響を

与える可能性があります。

〔連結貸借対照表に関する注記〕

１．担保提供資産及び対応債務

　上記のほか、商品券の発行に関連し「資金決済に関する法律」に基づき、投資有価

証券59,792千円を供託しております。
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３．保 証 債 務

当社　元代表取締役　　佐竹　文彰 152,160千円

普　通　株　式 934,999株

決 議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2023年５月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式 28,048 30.0 2023年２月28日 2023年５月26日

決 議 予 定 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2024年５月30日
定 時 株 主 総 会

普通株式 28,046 30.0 2024年２月29日 2024年５月31日

　西淡まちつくり㈱の中小企業高度化資金借入に係る当社元取締役の兵庫県への連

帯保証について再保証をしております。

（注） 当社元代表取締役佐竹文彰は2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証

債務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社

が再保証を行います。

〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕

１．連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度となるもの

〔金融商品に関する注記〕

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、社債及び銀行等金

融機関からの借入により資金を調達しております。

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券

は、主に商品券の供託目的の国債及び業務上の関係を有する企業の株式であります。

これらの株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、定期的に時価を取

締役会に報告しております。差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約に基づく保証金の

預託であり、差入先の信用リスクにさらされております。当該リスクについては、差

入先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。

　営業債務である買掛金は、２ヶ月以内の支払期日となっております。社債及び借入

金は、年度資金と設備投資を目的とした資金で、返済期限は最長11年であります。こ

のうち一部は、金利の変動リスクにさらされております。
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（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 投 資 有 価 証 券 (※２) 308,255 308,255 -

(2) 差 入 保 証 金 (※３) 769,871 689,355 △80,515

資 産 計 1,078,127 997,611 △80,515

(1) 社債（１年内償還予定の社債を含む） 500,000 498,309 △1,690

(2) 長期借入金(1年内返済長期借入金を含む) 6,573,605 6,572,479 △1,125

負 債 計 7,073,605 7,070,788 △2,816

（単位：千円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非 上 場 株 式 15,680

２．金融商品の時価等に関する事項

　2024年２月29日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこ

れらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困

難と認められるものは含まれておりません。

※１．現金については現金であること及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払

法人税等については、短期間で決済されるため時価が簿価に近似することか

ら、記載を省略しております。

※２．市場価格のない株式等は、「(1）投資有価証券」には含まれておりません。当

該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

※３．差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す

る相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン

プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低

いレベルに時価を分類しております。
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（単位：千円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券

株 式 248,463 - - 248,463

国 債 59,792 - - 59,792

資 産 計 308,255 - - 308,255

（単位：千円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

差 入 保 証 金 - 689,355 - 689,355

資 産 計 - 689,355 - 689,355

社 債 - 498,309 - 498,309

長 期 借 入 金 - 6,572,479 - 6,572,479

負 債 計 - 7,070,788 - 7,070,788

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2024年２月29日）

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2024年２月29日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式及び国債であり、相場価格を用いて評価しております。上場株式及び

国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類して

おります。

差入保証金

　これらの時価は差入保証金の金額を当該賃貸借見込期間に見合った国債の利率

を基にした一定の割引率により現在価値に割引計算した金額をもって時価として

おり、レベル２の時価に分類しております。

社債及び長期借入金

　これらの時価は、元利金の支払見込額を、当該債務の残存期間及び信用リスク

を加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に

分類しております。なお、これらの残高には１年内に償還及び返済するものを含

んでおります。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他（注３） 計

小 売 事 業

商 品 の 販 売 （ 売 上 高 ） 38,250,030 91,450 38,341,480

そ の 他 （ 注 １ ） 1,378,023 - 1,378,023

顧 客 と の 契 約 か ら 生 じ る 収 益 39,628,054 91,450 39,719,504

そ の 他 の 収 益 （ 注 ２ ） 97,142 7,200 104,342

外 部 顧 客 へ の 売 上 高 39,725,197 98,650 39,823,847

（単位：千円）

期 首 残 高 期 末 残 高

契 約 負 債 82,861 87,257

１．１株当たり純資産額 3,259円52銭

２．１株当たり当期純利益 145円72銭

〔収益認識に関する注記〕

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自　2023年３月１日至　2024年２月29日）

（注）１．「その他」の主な内訳は、配送料収入等であります。

２．「その他の収益」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」

の範囲に含まれる不動産賃貸収入等が含まれております。

３．「その他」の主な内訳はレストラン、賃貸物件等であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「〔連結計算書

類作成のための基本となる重要な事項に関する注記〕５．重要な収益及び費用の計上

基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローと

の関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以

降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1）契約負債の残高

　契約負債は、主に顧客との販売時に付与するポイント及び一定のポイントに達した

際に発行されるお買物券に関するものであり、商品販売時に顧客がお買物券を使用し

た際に収益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていた

ものは、62,247千円であります。

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループでは、残存履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる取引

については、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務

上の便法を適用し、記載を省略しております。

〔１株当たり情報に関する注記〕
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（2024年２月29日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費
　

2,716,441

790,266

579,494

1,118,115

86,993

105,002

36,568

12,755,612

10,111,444

2,798,731

122,293

77,513

258

304,045

6,320,532

76,646

411,422

527,417

234,676

240,724

52,016

2,116,749

307,175

494,053

1,640

7,939

503,396

794,548

40,717

△32,720

2,890

2,890
　

流 動 負 債 6,390,509

買 掛 金 2,628,743

短 期 借 入 金 550,000

１年内償還予定の社債 163,000

１年内返済長期借入金 1,912,486

リ ー ス 債 務 36,653

未 払 金 370,876

未 払 費 用 150,632

未 払 法 人 税 等 116,782

前 受 金 61,747

預 り 金 64,196

賞 与 引 当 金 103,000

契 約 負 債 87,257

そ の 他 145,132

固 定 負 債 6,376,468

社 債 337,000

長 期 借 入 金 4,484,989

リ ー ス 債 務 56,876

退 職 給 付 引 当 金 1,049,126

役員退職慰労引当金 47,800

資 産 除 去 債 務 115,641

預 り 保 証 金 285,036

負 債 合 計 12,766,978

純 資 産 の 部
株 主 資 本 2,690,404

資 本 金 1,077,998

資 本 剰 余 金 514,827

その他資本剰余金 514,827

利 益 剰 余 金 1,098,039

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,098,039

繰越利益剰余金 1,098,039

自 己 株 式 △461

評価・換算差額等 17,561

その他有価証券評価差額金 17,561

純 資 産 合 計 2,707,966

資 産 合 計 15,474,944 負債及び純資産合計 15,474,944

貸　借　対　照　表
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(自　2023年３月１日
至　2024年２月29日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 38,277,898

売 上 原 価 29,342,604

売 上 総 利 益 8,935,293

そ の 他 営 業 収 入 1,000,395

営 業 総 利 益 9,935,689

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,594,573

営 業 利 益 341,115

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8,099

受 取 保 険 金 4,188

受 取 手 数 料 5,220

未 回 収 商 品 券 受 入 益 5,189

リ サ イ ク ル 材 売 却 益 4,355

そ の 他 6,203 33,258

営 業 外 費 用

支 払 利 息 47,307

そ の 他 6,472 53,779

経 常 利 益 320,594

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 5,262 5,262

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,721

減 損 損 失 141,668

投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,370 144,759

税 引 前 当 期 純 利 益 181,096

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 101,107

法 人 税 等 調 整 額 △37,918 63,188

当 期 純 利 益 117,907

損　益　計　算　書
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(自　2023年３月１日
至　2024年２月29日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,077,998 514,827 514,827 1,008,179 1,008,179 △265 2,600,739

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △28,048 △28,048 △28,048

当 期 純 利 益 117,907 117,907 117,907

自 己 株 式 の 取 得 △195 △195

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － 89,859 89,859 △195 89,664

当 期 末 残 高 1,077,998 514,827 514,827 1,098,039 1,098,039 △461 2,690,404

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計その他有価証

券評価差額金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △14,424 △14,424 2,586,315

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △28,048

当 期 純 利 益 117,907

自 己 株 式 の 取 得 △195

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

31,985 31,985 31,985

事業年度中の変動額合計 31,985 31,985 121,650

当 期 末 残 高 17,561 17,561 2,707,966

株主資本等変動計算書
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その他有価証券

市場価格のない株式

等以外のもの

… 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式

等

… 移動平均法による原価法

商 品 ……… 売価還元法による原価法

ただし、加工センター及び飲食店の在庫商品について

は、最終仕入原価法を採用しております。

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

有形固 定資産 ……… 定額法

（リース資産を除く）

無形固 定資産 ……… 定額法

（リース資産を除く）

リ ー ス 資 産 ……… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

貸 倒 引 当 金 ……… 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

賞 与 引 当 金 ……… 従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事

業年度対応額を計上しております。

退職給付引当金 ……… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により翌

事業年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金　… 役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく当事業年度の期末要支給額を計上しております。

個　別　注　記　表
〔重要な会計方針に関する注記〕

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…　移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

３．固定資産の減価償却の方法

４．引当金の計上基準
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社 債 発 行 費 … 社債の償還期間にわたり利息法により償却しておりま

す。

（単位：千円）

当 事 業 年 度

有 形 固 定 資 産 10,111,444

無 形 固 定 資 産 527,417

減 損 損 失 141,668

５．収益及び費用の計上基準

　当社は、スーパーマーケットにおける商品の販売を行っております。このような

商品販売については、通常、商品を顧客に引き渡した時点で履行義務が充足される

と判断しており、当該商品の引渡時点において収益を認識しております。

　なお、商品の販売のうち、当社が顧客に移転する財又はサービスを支配しておら

ず、代理人として関与したと判定される取引については、顧客から受け取る対価の

総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

　仕入先に代わり店舗へ商品供給を行うことによる配送料収入、手数料収入、不動

産賃貸収入などは、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスを提供

した時点で収益を認識しております。

　当社は、自社が設けるポイントプログラムに入会した顧客に付与するポイントに

ついて、将来割安な価格で自社の商品等を引き渡す履行義務を負っており、当該ポ

イントが一定数に達した時点で発行されるお買物券が使用された時点で履行義務が

充足されます。当該ポイント及びお買物券には有効期限があり、取引価格の履行義

務への配分は、未使用の当該ポイント及びお買物券に係る将来の失効見込みを加味

した上で、独立販売価格に基づき行っております。

６．その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類にお

けるこれらの方法と異なっております。

(2) 繰延資産の処理方法

〔会計上の見積りに関する注記〕

固定資産の減損損失

(1）当事業年度の計算書類に計上した金額

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であ

って、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次

のとおりであります。

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社の店舗の出店には、固定資産への多額の投資が必要であり、当該固定資産

の投資額の回収可能性を反映させるように減損損失を計上しております。

　店舗ごとに資産のグルーピングを行い、店舗損益の悪化、店舗における主要な

資産の市場価格の著しい下落などにより減損の兆候を把握し、減損の兆候がある

店舗に関して、減損損失の認識の判定を行っております。なお、各資産グループ

の将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候がある場合に
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担 保 提 供 資 産

建 物 981,392千円

建 設 仮 勘 定 409,921千円

土 地 5,064,843千円

投 資 有 価 証 券 129,894千円

出 資 金 1,500千円

計 6,587,552千円

担保資産に対応する債務

短 期 借 入 金 322,050千円

１年内返済長期借入金 999,694千円

長 期 借 入 金 2,757,711千円

買 掛 金 156千円

預 り 保 証 金 208,669千円

計 4,288,280千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 15,119,090千円

３．保 証 債 務

当社　元代表取締役　　佐竹　文彰 152,160千円

短期金銭 債権 100,139千円

長期金銭 債権 100千円

短期金銭 債務 746,288千円

は、当該共用資産が関連する資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位

で減損損失の認識の判定を行っております。

　減損損失の認識の判定は、資産グループごとの将来キャッシュ・フローの金額

に基づき行っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によ

って影響を受ける可能性があり、実際に発生する将来キャッシュ・フローの金額

が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において重要な影響を与える可

能性があります。

〔貸借対照表に関する注記〕

１．担保提供資産及び対応債務

　上記のほか、商品券の発行に関連し「資金決済に関する法律」に基づき、投資有価

証券59,792千円を供託しております。

　西淡まちつくり㈱の中小企業高度化資金借入に係る当社元取締役の兵庫県への連

帯保証について再保証をしております。

（注） 当社元代表取締役佐竹文彰は2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証

債務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社

が再保証を行います。

４．関係会社に対する金銭債権、金銭債務
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そ の 他 営 業 収 入 55,020千円

仕 入 高 2,702,469千円

販売費及び一般管理費 421,842千円

普 通 株 式 119株

繰延 税金資産

賞 与 引 当 金 31,415千円

契 約 負 債 26,613千円

未 払 事 業 税 12,216千円

有 形 固 定 資 産 45,238千円

減 損 損 失 561,600千円

資 産 除 去 債 務 35,270千円

退 職 給 付 引 当 金 319,983千円

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 14,579千円

そ の 他 36,146千円

小　　　　　　計 1,083,063千円

評 価 性 引 当 額 △562,130千円

繰延税金資産合計 520,933千円

繰延 税金負債

その他有価証券評価差額金 7,706千円

資産除去債務に係る除去費用 9,829千円

繰延税金負債合計 17,536千円

繰延税金資産の純額 503,396千円

種 類 会社等の名称
議決権の所有割合

（％）
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

その他の関
係 会 社

㈱ イ ズ ミ
被所有

直接　19.82
業 務 提 携 商 品 仕 入 447,394 買 掛 金 483,266

〔損益計算書に関する注記〕

関係会社との取引高

営業取引による取引高

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

〔税効果会計に関する注記〕

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

〔関連当事者との取引に関する注記〕

１．その他の関係会社等

（注）１. 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含
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種 類 会社等の名称
議決権の所有割合

（％）
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社 ㈱フレッシュデポ
所有

直接　100
当社商品の製造
役員の兼任

商 品 仕 入 2,255,074 買 掛 金 197,880

種 類
会社等の名称
又 は 氏 名

議決権の所有割合
（％）

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

役 員 及 び
その近親者
が議決権の
過 半 数 を
所有してい
る 会 社 等

㈲ 佐 竹 興 産
（注３）

被所有
直接　5.34

保険料の支払
役員の兼任

保険料の支払 29,385 前払費用 1,924

役 員 及 び
その近親者

佐 竹 文 彰
（注４）

－
当社
元代表取締役

保証債務の再保証 152,160 － －

１．１株当たり純資産額 2,896円59銭

２．１株当たり当期純利益 126円12銭

めて表示しております。

２. 商品仕入の条件は、商品特性を勘案し決定しております。

２．子会社等

（注）１. 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含

めて表示しております。

２. 商品仕入の条件は、商品特性を勘案し決定しております。

３．役員及び個人主要株主等

（注）１. 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含

めて表示しております。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

保険料の支払は、一般取引先と同様の条件で決定しております。

３. 当社代表取締役佐竹克彦及びその近親者が100％を直接保有する会社でありま

す。

４. 当社元代表取締役佐竹文彰は、2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証債

務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社が再保

証を行います。

〔収益認識に関する注記〕

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「〔重要な会計方

針に関する注記〕５．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

〔１株当たり情報に関する注記〕
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岡 本 伸 吾 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 田 充 規 ㊞

2024年４月24日

株式会社マルヨシセンター

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マルヨシセンターの2023年３月
１日から2024年２月29日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社マルヨシセンター及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岡 本 伸 吾 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 田 充 規 ㊞

2024年４月24日

株式会社マルヨシセンター

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マルヨシセンターの2023
年３月１日から2024年２月29日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査役会は、2023年３月１日から2024年２月29日までの第64期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の
実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。なお、会計監査人が2023年12
月26日付で金融庁から行政処分を受けて提出した業務改善計画につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその
附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

常任監査役(常勤) 大 西 敏 広 ㊞

社外監査役 川 東 祥 次 ㊞

社外監査役 三 宅 康 夫 ㊞

2024年４月25日

株式会社マルヨシセンター　監査役会
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、業績動向および今後の経営環境を総合的に勘案して、継続

的な企業価値の向上を通じて安定した配当を継続することを基本方針

としております。この方針に基づき、当期の期末配当につきましては

以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　(1) 配当財産の種類

　　　金銭といたします。

　(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　　当社普通株式１株につき30円といたしたいと存じます。

　　　なお、この場合の配当総額は28,046,400円となります。

　(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　2024年５月31日といたしたいと存じます。
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氏 名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

　　※
た

田
 

　
むら

村
 

　　
 

　
つとむ

勉

(1975年５月23日生)

1998年３月 株式会社イズミ入社

2015年１月　同社ゆめタウン広島食品店長

2015年12月 株式会社ユアーズ出向

2019年２月　株式会社スーパー大栄（現株式

会社ゆめマート北九州）出向

2021年３月 株式会社イズミ　九州マート販

売部部長

2021年９月 同社ゆめタウンサンピアン店長（現在）

2024年５月 当社顧問（予定）

0株

（取締役候補者とした理由）

　田村勉氏は、食品小売業における店舗経営に関する豊富な知識と経験を有し、株式

会社イズミではゆめタウンの食品店長、店長を歴任、九州マートでは全店舗を取り仕

切る販売部部長職も経験しております。同社との強い繋がりを活かして、本年６月に

本格稼働する同社との仕入・物流・システム統合の仕組みの精度向上、また、同社と

の店舗運営における情報や取り組みの共有を、その手腕を以って強くけん引していた

だくことで、当社の利益拡大への貢献が期待できることから、新たに取締役候補者と

いたしました。

第２号議案　取締役１名選任の件

　取締役寺本智広氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任され

ますので、その補欠として取締役１名の選任をお願いするものであり

ます。なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社定款の定め

により、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. ※印は、新任の取締役候補者であります。

３. 当社は、保険会社との間で、取締役、監査役を被保険者として会社法第430条

の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2024年７月に

更新する予定であります。本議案において田村勉氏の選任が承認された場合に

は、同氏は被保険者となります。

　　①　填補の対象となる保険事故の概要

　　　　被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当

該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害につい

て填補するものであります。

　　②　保険料

　　　　保険料は全額当社負担としております。
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氏 名

（ 生 年 月 日 ）
略歴、地位および重要な兼職の状況

所有する当

社

株 式 の 数

かわ

川　
ひがし

東　
しょう

祥　
じ

次

(1949年10月29日生)

1981年４月　弁護士登録

1984年12月　川東法律事務所開設（現在）

2004年10月　中央労働委員会四国地方調整委員

2007年３月　当社顧問弁護士（現在）

2016年５月　当社社外監査役（現在）

2016年11月　香川県公安委員会委員長

0株

（社外監査役候補者とした理由）

　川東祥次氏は、現在、当社の社外監査役として中立的な立場から客観的な意見を

活発に述べられ、また、弁護士として豊富な経験と専門知識からコンプライアンス

の観点からも有益なアドバイスを継続的にいただいております。今後も実効性の高

い監査役としての働きが期待できるものと判断し、引き続き社外監査役候補者とい

たしました。

　なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はあ

りませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける

ものと判断いたしております。

第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役川東祥次氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります

ので、あらためて監査役１名の選任をお願いするものであります。な

お、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．監査役候補者と当社とは、顧問弁護士契約を締結しております。

２．川東祥次氏は、社外監査役候補者であります。

３．川東祥次氏は、現在、当社の社外監査役であります。その在任期間は、本総会

終結の時をもって８年であります。

４．当社は、川東祥次氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同契約に基

づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。な

お、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

５. 当社は、保険会社との間で、取締役、監査役を被保険者として会社法第430条

の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2024年７月に

更新する予定であります。本議案において川東祥次氏の選任が承認された場合

には、同氏は被保険者となります。

　　①　填補の対象となる保険事故の概要
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氏名

当社における

地位および担当

社外 企業経営 財務・会計

マーケティ

ング

ガバナンス・リスク

マネジメント

デジタル

テクノロジー

人事・

人材開発

国際経験

佐竹　克彦 代表取締役会長　ＣＥＯ ○ ○ ○ ○

加藤　宏道

代表取締役社長

ＣＯＯ兼ＣＦＯ

○ ○ ○ ○

伊藤　雅久 常務取締役　ＣＭＯ ○ ○ ○ ○

田村　　勉 取締役 ○ ○

大下　秀樹 取締役 ● ○ ○ ○

大西　敏広 常任監査役 ○ ○ ○

川東　祥次 監査役 ● ○ ○

三宅　康夫 監査役 ● ○ ○ ○

　　　　被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当

該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害につい

て填補するものであります。

　　②　保険料

　　　　保険料は全額当社負担としております。

（参考）取締役および監査役のスキルマトリックス

　本総会において、第２号議案および第３号議案が原案どおり承認され

た場合の、現任の取締役および監査役を含めた各取締役および各監査役

の専門性および経験は以下のとおりとなります。

以　上
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株主総会会場ご案内図

※コミュニティバスご利用の場合 国分寺支所前バス停から徒歩２分

※電車ご利用の場合 ＪＲ予讃線「端岡駅」から徒歩15分

※お車ご利用の場合 国道11号線沿い国分寺支所前交差点を南へ約

50ｍ直進

駐車場：118台

●会　場　　　　　　香川県高松市国分寺町新名430番地

高松国分寺ホール

電話（087）875－0162

Ｎ

端岡

ＪＲ予讃線

33

国分寺支所前
交差点

国分寺
支所

高松国分寺ホール

11
国分寺
中学校

ＪＲ端岡駅

当社本部

至坂出市内

至
高
松
市
内

マルヨシセンター
国分寺店

●交通のご案内


